
 

 

 

令和３年度第２回 山口市農業委員会総会議事録 

 

１ 日 時 令和３年５月２０日（木）午前９時３０分～午前１０時２０分 

 

２ 場 所 山口森林ふれあいセンター 会議室 

 

３ 出席者 （１）出席委員（農業委員２４名中１５名） 

伊藤 良雄、小野 基之、海地 博志、片山 濶之、 

賀屋 忠之、神田 一夫、徳田 文雄、中川 惠美子、 

原田 好子、藤村 守、藤原 敏郎、安田 敏男、 

安野 正純、山根 伊都子、山根 良男 

 

 （２）欠席委員（９名） 

         荒瀨 澄枝、井上 浩一郎、上田 正士、河村 吉人、 

田戸 洋志、恒冨 竹司、中谷 敏明、原田 雅恵、 

吉冨 崇子 

 

 （３）事務局 

徳本参事・河村主幹・竹中主任主事・石橋 

 

 （４）会議傍聴人 

 

４ 会議 （１）議事録署名委員指名 

 

 （２）議案審議 

 

 （３）その他連絡事項 
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議長 

皆様、おはようございます。今日は天候の悪い中、総会に出席いただきありがとうござ

います。 

新型コロナウイルス感染拡大防止の関係で、１５名の委員に総会に出席をいただいてお

りますが、欠席の委員の分も含めて審議の方をよろしくお願いいたします。 

これより令和３年度第２回総会を開会いたします。 

本日の出席委員は、２４名中、出席１５名で、委員の過半数の出席がありますので、本日

の会議は成立しております。 

最初に、議事録署名委員を指名いたします。 

小野 基之（おの もとゆき） 委員 及び 海地 博志（かいち ひろし） 委員 

にお願いいたします。 

 

まず、審議を保留しておりました令和２年度第１２回総会、農地法第３条議案第１０号につ

いての継続審議を始めます。事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 

議案１ページをお開きください。合わせて、参考位置図１ページを御覧ください。 

申請地、申請人、申請事由等詳細は議案及び参考位置図を御確認ください。 

 

議案第１号、令和２年度第１２回総会 農地法第３条議案第１０号、阿東嘉年上、有償移

転です。 

申請人は、市内に居住し、農業を営む者です。 

取得後の経営規模は１３５アールとなります。 

この事案につきましては、当該総会において審議した際に、「譲渡人が相続人であること

を証する書類」の作成に時間を要しており、当該書類の提出がなされておらず、そのため、

農地法第３条第１項に定める「当事者」を確定させることができず審議保留としておりまし

た。 

このたび、当該書類の提出がなされましたので審議をお願いします。 

申請地、申請人等詳細は議案のとおりで、農地法に定められた審査基準に適合しており、

許可することができない事由には該当しません。 

なお、譲受人は自己所有農地を貸し付けていますが、地域の担い手に貸し付けてい
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るもの、並びに地域の担い手に貸し付けるために、農地中間管理事業を利用している

もので、「自ら耕作しないことにつき、特段の事由もなく貸し付けた農地」に該当し

ません。 

御審議よろしくお願いいたします。 

 

議長 

事務局からの議案説明、及び地区協議会での協議結果の報告が終わりましたので、議

案審議に入ります。 

それでは、委員の皆さんの意見を求めます。また、該当地区協議会の農業委員さんで補

足説明がありましたらよろしくお願いします。 

 

【意見なし】 

 

議長 

御意見がないようですので、以上で継続審議に係る議案審議を終わります。 

只今審議しました議案について、採決を行います。「許可」とすることに賛成の農

業委員の挙手を求めます。 

 

【委員挙手（全員）】 

 

全員挙手と認め、只今審議しました継続審議に係る議案については、「許可」とい

たします。 

それでは、農地法第３条に係る議案についての審議を始めます。 

農地法第３条に係る議案について、事務局より議案説明をお願いします。 

 

事務局 

議案２ページをお開きください。合わせて、参考位置図２ページを御覧ください。 

申請地、申請人、申請事由等詳細は議案及び参考位置図を御確認ください。 

 

議案第２号、平井、有償移転です。 

申請人は、市内に居住し、農業を営む者です。 
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取得後の経営規模は５１アールとなります。 

  

議案第３号、秋穂二島、有償移転です。 

申請人は、東京都江東区に居住する、会社役員です。 

取得後の経営規模は、３３アールとなります。 

 

議案第４号、秋穂東、無償移転です。 

申請人は、市内に居住し、農業を営む者です。 

取得後の経営規模は、１，０７１アールとなります。 

 

議案第５号、嘉川、有償移転です。 

申請人は、市内に居住する、農業兼会社役員です。 

取得後の経営規模は、２９５アールとなります。 

 

議案第６号、深溝、無償移転です。 

申請人は、市内に居住し、農業を営む者です。 

取得後の経営規模は、２，１００アールとなります。 

 

議案第７号、深溝、無償移転です。 

申請人は、市内に居住し、農業を営む者です。 

取得後の経営規模は、２，０９８アールとなります。 

 

議案第８号、佐山、有償移転です。 

申請人は、市内に居住し、農業を営む者です。 

取得後の経営規模は、８１アールとなります。 

 

議案第９号、徳地堀、有償移転です。 

申請人は、市内に居住し、農業を営む者です。 

取得後の経営規模は５３アールとなります。 

 

議案第１０号、徳地岸見、有償移転です。 
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申請人は、防府市内に居住する、教員です。 

   取得後の経営規模は５７アールとなります。 

 

議案第１１号、徳地岸見、有償移転です。 

申請人は、市内に居住する、会社役員です。 

令和３年５月２５日の、農用地利用集積計画公告後の経営規模が３１アールとなり

ます。 

なお、この事案につきましては利用権公告と同時施行といたします。 

 

議案第１２号、徳地船路、有償移転です。 

申請人は、市内に居住し、農業を営む者です。 

取得後の経営規模は３２アールとなります。 

 

議案第１３号、阿東生雲中、有償移転です。 

申請人は、市内に居住し、農業を営む者です。 

取得後の経営規模は３９３アールとなります。 

 

議案第１４号、阿東徳佐上、有償移転です。 

申請人は、市内に居住し、農業を営む者です。 

取得後の経営規模は９８８アールとなります。 

 

議案第１５号、阿東徳佐下、無償移転です。 

申請人は、市内に居住し、農業を営む者です。 

取得後の経営規模は９１アールとなります。 

 

以上の農地法第３条に係る議案につきましては、申請書に記載された内容を確認、及び

現地を調査した結果、審査基準に適合しております。また、各地区協議会で協議した結果、

問題ありませんでした。 

御審議よろしくお願いいたします。 
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議長 

事務局から議案説明、及び地区協議会での協議結果の報告が終わりましたので、議案

審議に入ります。 

それでは、委員の皆さんの意見を求めます。また、該当地区協議会の農業委員さんで補

足説明がありましたらよろしくお願いします。 

 

【意見なし】  

 

議長 

以上で農地法第３条に係る議案審議を終わります。只今審議しました議案について、一

括して採決を行います。全て「許可」とすることに賛成の農業委員の挙手を求めます。 

 

 【委員挙手（全員）】 

 

議長 

全員挙手と認め、只今審議しました農地法第３条に係る議案については、「許可」といた

します。 

 

続きまして、農地法第４条に係る議案についての審議を始めます。 

農地法第４条に係る議案について、事務局より議案説明をお願いします。 

 

事務局 

議案１１ページをお開きください。合わせて、参考位置図１７ページを御覧ください。 

申請地、申請人、転用理由等詳細は議案及び参考位置図を御確認ください。 

 

議案第１６号につきましては、農地法第５条議案第２４号が同時に提出されていますので、

合わせて説明させていただきます。 

議案第１６号、議案第２４号、平井、用途地域内にある第３種農地で自己用住宅を建設す

るものです。 

 

議案第１７号、佐山、集団的に存在する第１種農地で自己用住宅を建設するにあたり、道



 

- 6 - 

 

幅が狭く危険であるため、進入路を拡幅するものです。 

なお、この事案につきましては、第１種農地を対象とする農地転用ですが、農地法施行

規則第３３条第４号に規定する、申請地の周辺の地域において居住する者の日常生活上

又は業務上必要な施設で集落に接続して設置されるものであり、許可の対象となるもので

す。  

また、この事案につきましては、農用地区域除外後施行といたします。 

 

以上の農地法第４条に係る議案につきましては、申請書に記載された内容を確認、及び

現地を調査した結果、許可基準に適合しております。また、各地区協議会で協議した結果、

問題ありませんでした。 

御審議よろしくお願いいたします。 

 

議長 

事務局からの議案説明、及び地区協議会での協議結果の報告が終わりましたので、議

案審議に入ります。 

それでは、委員の皆さんの意見を求めます。また、該当地区協議会の農業委員さんで補

足説明がありましたらよろしくお願いします。 

 

【意見なし】 

 

議長 

以上で農地法第４条に係る議案審議を終わります。只今審議しました農地法第４条に係

る議案のうち、農地法第５条同時申請の議案第１６号を除いて、採決を行います。「許可」と

することに賛成の農業委員の挙手を求めます。 

 

【委員挙手（全員）】 

 

議長 

全員挙手と認めます。只今審議しました農地法第４条に係る議案のうち議案第１７号に

ついては、山口県ネットワーク機構の意見聴取を行った上で「許可」といたします。 
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続きまして、農地法第５条に係る議案についての審議を始めます。 

農地法第５条に係る議案について、事務局より議案説明をお願いします。 

 

事務局 

議案１３ページをお開きください。合わせて、参考位置図１９ページを御覧ください。 

申請地、申請人、転用理由等詳細は議案及び参考位置図を御確認ください。 

 

議案第１８号、仁保下郷、集団的に存在する第１種農地に資材置場の敷地を拡張するも

のです。 

この事案につきましては、第１種農地を対象とする農地転用ですが、既存施設の拡張で

あり、農地法施行規則第３５条第５号に該当し、許可の対象となるものです。 

なお、この事案につきましては、農用地区域除外後施行といたします。 

 

議案第１９号、下小鯖、公共投資の対象となっていない、小団地の第２種農地に道路を

拡幅するものです。 

 

議案第２０号、大内長野、用途地域内にある第３種農地に太陽光発電設備を設置するも

のです。 

 

議案第２１号、宮野上、公共投資の対象となっていない、小団地の第２種農地に駐車場

を整備するものです。 

 

議案第２２号、宮野上、公共投資の対象となっていない、小団地の第２種農地に太陽光

発電設備を設置するものです。 

 

議案第２３号、維新公園五丁目、用途地域内にある第３種農地で宅地を分譲するもので

す。 

なお、この事案につきましては、開発許可と同時施行といたします。 

 

議案第２４号につきましては、関連する農地法第４条議案第１６号と合わせて御説明しま

したので省略いたします。 
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議案第２５号、吉田、公共投資の対象となっていない、小団地の第２種農地に太陽光発

電設備を設置するものです。 

 

議案第２６号、黒川、公共投資の対象となっていない、小団地の第２種農地に自己用住

宅を建設するものです。 

 

議案第２７号、陶、集団的に存在する第１種農地に既存の進入路が狭く車両の脱輪が多

発するため、申請地を使用貸借し、既存の進入路の拡幅を行うものです。 

この事案につきましては、第１種農地を対象とする農地転用ですが、第１種農地に係る転

用事業のために欠くことのできない通路であり、農地法施行規則第３５条第６号に該当し、

許可の対象となるものです。 

なお、この事案につきましては、農用地区域除外後施行といたします。 

 

議案第２８号、秋穂東、集団的に存在する第１種農地に自己用住宅を建設するものです。 

この事案につきましては、第１種農地を対象とする農地転用ですが、住宅で集落に接続

して設置されるものであり、農地法施行規則第３３条第４号に該当し、許可の対象となるも

のです。 

なお、この事案につきましては、農用地区域除外後施行といたします。 

 

議案第２９号、秋穂東、公共投資の対象となっていない、小集団の第２種農地に貸資材

置場を整備するものです。 

 

議案第３０号、嘉川、用途地域内にある、第３種農地に自己用住宅を建設するものです。 

なお、計画面積の妥当性について、面積が６２２㎡とおおむね５００㎡を超えるものです

が、北側の傾斜が９１．１１㎡ほどあり、差し引くと５３０．８９㎡となることからおおむね５００

㎡を満たしています。 

 

議案第３１号、嘉川、公共施設に比較的近い距離にある、第２種農地に資材置場を整備

するものです。 

なお、一時転用ですので、申請人からは令和４年３月３１日までに原状を回復する旨の

誓約書が提出されています。 
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議案第３２号、江崎、公共施設に比較的近い距離にある、第２種農地に自己用住宅を建

設するものです。 

 

議案第３３号、阿知須、用途地域内にある、第３種農地に駐車場を整備するものです。 

 

議案第３４号、阿知須、公共施設に比較的近い第２種農地に建売住宅を整備するもので

す。 

 

以上の農地法第５条に係る議案につきましては、申請書に記載された内容を確認、及び

現地を調査した結果、許可基準に適合しております。また、各地区協議会で協議した結果、

問題ありませんでした。 

御審議よろしくお願いいたします。 

 

議長 

事務局からの議案説明、及び地区協議会での協議結果の報告が終わりましたので、議

案審議に入ります。 

それでは、委員の皆さんの意見を求めます。また、該当地区協議会の農業委員さんで補

足説明がありましたらよろしくお願いします。 

 

【意見なし】 

 

議長 

以上で農地法第５条に係る議案審議を終わります。只今審議しました議案、及び農地法

第５条同時申請の農地法第４条１６号議案について、一括して採決を行います。全て「許可」

とすることに賛成の農業委員の挙手を求めます。 

 

【委員挙手（全員）】 

 

議長 

全員挙手と認め、只今審議しました農地法第５条に係る議案のうち議案第１８号、議案

第２７号及び議案２８号については、山口県ネットワーク機構の意見聴取を行った上で「許
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可」とし、その他については「許可」といたします。 

 

続きまして、農用地利用集積計画についての審議を行います。事務局より議案説明をお

願いします。 

 

事務局 

議案２４ページをお開きください。 

議案第３５号、農用地利用集積計画について説明いたします。 

 

地区協議会において、協議していただいたとおり、 

合計９２筆 145,088㎡でございます。 

なお、今月はこのうち５筆８，７２２㎡の所有権移転申請がございました。詳細は２５ペー

ジ記載のとおりです。 

計画申請の内容は、山口市の「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」に

適合しているなど農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしております。 

御審議よろしくお願いいたします。 

 

議長 

只今事務局から議案説明がありましたが、各農業委員から意見等があればお願いしま

す。 

 

 【意見なし】 

 

議長 

特に意見がないようですので、採決を行います。只今審議しました農用地利用集積計画

について、「決定」とすることに賛成する農業委員の挙手を求めます。 

 

 【委員挙手（全員）】 

 

議長 

全員挙手と認め、農用地利用集積計画については、山口市の計画どおり「決定」としま
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す。 

続きまして、農用地利用配分計画に対する審議を行います。事務局より議案説明をお願

いします。 

 

事務局 

議案２６ページをお開きください。 

議案第３６号、農用地利用配分計画に対する意見聴取について説明いたします。 

地区協議会において協議していただいたとおりで、 

合計１４３筆、３００,１８７㎡でございます。 

阿東地区については、利用集積計画より配分計画の方が多くなっていますが、要因とし

ては再配分等によるものでございます。 

計画申請の内容は、農地中間管理事業の推進に関する法律第１８条第４項の各要件を

満たしております。 

御審議よろしくお願いいたします。 

 

議長 

只今事務局から議案説明がありましたが、各農業委員から意見等があればお願いしま

す。 

 

 【意見なし】 

 

議長 

特に意見がないようですので、採決を行います。只今審議しました農用地利用配分計画

について「異議なし」と回答とすることに賛成する農業委員の挙手を求めます。 

 

 【委員挙手（全員）】 

 

議長 

全員挙手と認め、農用地利用配分計画については、「異議なし」として、山口市に回答し

ます。 
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続きまして、令和２年度業務報告（案）及び令和３年度事業計画（案）についての審議を

行います。事務局より議案説明をお願いします。 

 

事務局 

議案２７ページをお開きください。 

議案第３７号、令和２年度業務報告（案）と令和３年度事業計画（案）について説明いたし

ます。 

５月の地区協議会で事務局から御説明をさせていただきましたが、本来は委員さんが

一堂に会して、前年度の業務報告（案）、新年度の事業計画（案）を御審議いただくところ

ですが、今年度も新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、開催を断念し、本日の総

会でお諮りするものでございます。 

資料につきましては、５月の地区協議会で配布し、御一読していただいておりますので、

内容の説明は省略させていただきます。 

御審議よろしくお願いします。 

 

議長 

それでは、議案審議に入ります。只今事務局から議案説明がありましたが、各農業委員

から意見等があればお願いします。 

 

 【意見なし】 

 

議長 

特に意見がないようですので、採決を行います。只今審議しました令和２年度事業報告

（案）及び令和３年度事業計画（案）について、異議なしとすることに賛成する農業委員の挙

手を求めます。 

 

 【委員挙手（全員）】 

 

議長 

全員挙手と認め、令和２年度業務報告（案）及び令和３年度事業計画（案）は認められま

した。 
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続きまして、現況証明についての審議を行います。事務局より議案説明をお願いします。 

 

事務局 

議案３６ページをお開きください。合わせて、参考位置図３５ページを御覧ください。 

 

議案第３８号から議案第４４号について、一括で説明いたします。 

中央地区２件、川東地区１件、川西地区１件、徳地地区２件、阿東地区１件の議案がござ

います。 

いずれも登記地目を変更し、非農地のまま利用するものです。 

なお、このうち議案第４２号につきましては、徳地地区協議会において「現況証明を発行

しない」という審議結果になっておりますので、後ほど別に御説明いたします。 

議案第３８号ないし議案第４１号、議案第４３号及び議案第４４号につきましては、昭和４

５年１０月以降で２０年以上を経過しているので、本日の会議にお諮りするものです。 

御審議よろしくお願いいたします。 

 

議長 

それでは、議案審議に入ります。 

なお、議案第４２号は「証明書を発行しないことが適当」という地区協議会での協議結果

が出ていますので、まずは議案第４２号を除いた議案についての審議を行います。 

 

A委員 

山口の現況証明の議案第３８号と議案第３９号、地図にして３筆、丸々宅地が全部現況

証明が出ていますよね。こういう事例が起こりうる背景について、どういう経過で起こった

のか、また、これがなぜ今頃になって現況証明を出されるような背景になったのか、そうい

うことが分かれば教えていただきたいと思います。 

なぜかと言いますと、●番の地番、昔の田であれば同一地番なんですよね。この地図か

らすると●番●は既に農地転用がかかっているんですよね。●番●は今回現況証明が出

ていますよね。こういう現況証明が出てくる背景について教えていただければ、 今後我々

の相談事項の対応が上手くいくと思いますので、一つよろしくお願いします。 
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事務局 

申請書を確認したところ、●番●外１筆となっていますので、●番●と●番●が併せて

現況証明が出ていますので、どちらも過去に転用の申請は出されていないです。 

所有者は、●●さんという方で分筆自体は農業委員会に許可を求める必要はありませ

んので、分筆自体はできます。今回の件については許可を受けずに転用してしまったため、

現況と地目を合わせるため、この度申請をされたものとなります。 

 

A委員 

こういった事例は、山口市内では結構あるのですか。 

 

事務局 

無断転用については、みなさんご存じのとおり基本的には改善を求めているところです

が、転用後、２０年以上経過していれば、今回のように現況証明という選択もあります。委

員さんに毎年巡回をしていただいているので、基本的には２０年経過する前に見つかると

いう流れではあるのですが、全部見つかるわけではないので、見つかった際にどう判断す

るのかということになります。 

今回の件については、申請者から現況と合っていないということで現況証明の申請が出

ており、書類上現況証明が出せる条件が満たされておりますので、審議していただくという

ことになります。 

また、今後もこういった事例があるかないかというと、あるとは思います。 

 

A委員 

家を建てる時に、建築の方のチェックがあるのかどうか、黙って建てることが出来るのか

どうかと思ったわけです。 

 

事務局 

現状で例えば家を建てるとすると、今、言われたように建築の確認、横のつながりをしっ

かりと取りながら確認していきますが、昔はそのあたりの確認がしっかりと取れていなかっ

たのかもしれません。 
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A委員 

ありがとうございました。 

 

議長 

特に意見がないようですので、議案第４２号を除いた議案について採決を行います。 

現況証明を全て発行することに賛成する農業委員の挙手を求めます。 

 

【委員挙手（全員）】 

 

議長 

全員挙手と認め、議案第４２号を除く現況証明について全て発行することといたします。 

続きまして、現況証明の議案第４２号についての審議を行います。事務局より議案説明

をお願いします。 

 

事務局 

議案３７ページをお開きください。合わせて、参考位置図４２ページを御覧ください。 

議案第４２号、徳地深谷です。 

登記地目が田の土地１筆、４０１㎡については、一部は昭和５４年に建設された倉

庫の敷地となっており、残りは平成２６年より休耕し、平成２９年１０月２０日付け

で農地法第３条の許可を受け取得した後も耕作されず、筆全体が隣接する宅地の裏庭

として利用され、現在に至るものとして、証明の申請がなされています。 

当該農地につきましては、農業委員並びに地区担当推進委員が現地調査を行ったと

ころ、一部は倉庫が建っているが、残りについては休耕の畑であると報告がされまし

た。 

この現地調査の結果を踏まえ、徳地地区協議会において審議した結果、現況証明交

付事務取扱要領第３条及び取扱内規の家庭菜園に該当せず、当該農地は農地法第２条

第１項に定める「農地」に該当するため、現況証明を発行しないことが適当であると

の見解が示されています。 

御審議よろしくお願いいたします。 
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議長 

それでは、議案第４２号の議案審議に入ります。只今事務局から議案説明がありました

が、各農業委員から意見等があればお願いします。 

 

 【意見なし】 

 

議長 

特に意見がないようですので、議案第４２号について採決を行います。現況証明を発行

しないことに賛成する農業委員の挙手を求めます。 

 

【委員挙手（全員）】 

 

議長 

全員挙手と認め、現況証明については発行しないことといたします。 

以上で本日の議案審議はすべて終わりました。 

次に、報告事項に入ります。事務局より報告をお願いします。 

 

事務局 

本日お配りしております報告第１号の農地法関係各種届出および通知の一覧表を御覧

ください。４月分の受付状況は記載のとおりです。 

また、報告第２号の山口県ネットワーク機構への意見聴取事案については、記載のとお

り全て適当との回答がありました。 

報告については以上です。 

 

議長 

只今事務局から報告がありましたが、各委員さんから質問・意見等がありましたらお願

いします。 

 

 【意見なし】 
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議長 

 以上を以て、本日の総会を終了いたします。 

最後に事務局から連絡事項等、何かありますか。また、各委員さんから何かございます

か。 

 

 【意見なし】 

 

議長 

 それでは、本日の日程を全て終了します。お疲れ様でした。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上、令和３年度第２回山口市農業委員会総会議事録である。 

 

  令和３年５月２０日 

 

   山口市農業委員会 会長 安田 敏男 

 

 この議事録は正当であって決議事項に相違ないことを認める。 

 

会   長  安田 敏男 

 

署名委員  小野 基之                  

 

署名委員  海地 博志                   

 

記 録 者  石橋 里絵                 


